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新潟県条例第12号 

新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を改正する条例 

第１条 新潟県立長岡屋内総合プール条例（平成17年新潟県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という｡)を当該改正表に対

応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第８条、第10条関係） 

区 分 単 位 基準額（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

高齢者

及び障

害者等 

トレーニ

ングルー

ム 

 

 

 

 

 

通常使

用 

１回１人

につき 

730 630 

３か月

券によ

る使用 

３月間１

人につき 

13,200 11,300 

半年券

による

使用 

６月間１

人につき 

21,100 18,100 

温浴プール １回１人

につき 

470 470 

大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

2,720 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

4,090 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

2,720 

小会議室 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

1,360 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

2,040 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

1,360 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第10条、第13条関係） 

(1) プール施設の使用料（個人使用の場合） 

別表第１（第８条、第10条関係） 

区 分 単 位 基準額（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

高齢者

及び障

害者等 

トレーニ

ングルー

ム 

 

 

 

 

 

通常使

用 

１回１人

につき 

720 620 

３か月

券によ

る使用 

３月間１

人につき 

12,960 11,110 

半年券

による

使用 

６月間１

人につき 

20,740 17,770 

温浴プール １回１人

につき 

460 460 

大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

2,670 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

4,010 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

2,670 

小会議室 

 

 

 

基本額 １時間ま

で１室に

つき 

1,340 

１時間を

超え３時

間まで１

室につき 

2,010 

加算額 ３時間を

超える１

時間１室

につき 

1,340 

 備考 （略） 

 

別表第２（第８条、第10条、第13条関係） 

(1) プール施設の使用料（個人使用の場合） 
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区 分 単 位 使用料（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

小人 高齢者

及び障

害者等 

  

プー

ル施

設 

 

通常

使用 

 

１回１

人につ

き 

580 220 470 

３か

月券

によ

る使

用 

３月間

１人に

つき 

10,370 3,770 8,490 

半年

券に

よる

使用 

６月間

１人に

つき 

16,600 5,970 13,580 

 備考 （略） 

(2) （略） 

区 分 単 位 使用料（円） 

  大 人

（高齢

者及び

障害者

等を除

く｡) 

小人 高齢者

及び障

害者等 

  

プー

ル施

設 

 

通常

使用 

 

１回１

人につ

き 

570 210 460 

３か

月券

によ

る使

用 

３月間

１人に

つき 

10,180 3,700 8,330 

半年

券に

よる

使用 

６月間

１人に

つき 

16,290 

 

5,860 13,330 

 備考 （略） 

(2) （略） 

第２条 新潟県立長岡屋内総合プール条例の一部を次のように改正する。 

別表第２第２号の表を次のように改める。 

(2) プール施設の使用料（専用使用の場合） 

区 分 単 位 使用料（円） 

入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合 

営利又は宣伝を目的とし

ない場合 

営利又は

宣伝を目

的とする

場合 

営利又は宣伝を目的とし

ない場合 

営利又は

宣伝を目

的とする

場合 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

アマチュア

スポーツ以

外に使用す

る場合 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

アマチュア

スポーツ以

外に使用す

る場合 

プール

施設 

メイン

プール 

９コース

までを使

用する場

合１コー

ス当たり

１時間に

つき 

2,100 6,280 16,760 3,140 9,430 25,140 

全コース

を使用す

る場合１

時間につ

き 

16,770 50,280 134,080 25,140 75,430 201,140 

飛込プ

ール 

１時間に

つき 

6,290 18,850 50,280 7,330 22,000 58,660 

サブプ

ール 

７コース

までを使

用する場

合１コー 

2,100 6,280 16,760 3,140 9,430 25,140 
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  ス当たり

１時間に

つき 

      

  全コース

を使用す 

る場合１ 

13,420 39,810 107,280 20,110 60,340 160,900 

  時間につ

き 

      

備考 ８時間を超えて専用使用しようとする場合の使用料は、８時間使用する場合の使用料の額に、超過

する１時間につき、この表に定める使用料の額の80パーセントに相当する額を加算した額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、

同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 

 


